
個人情報ファイル登録年月日  令和04年08月01日

個人情報ファイル廃止年月日

事務等の名称 子育て応援祝品配布業務

個人情報ファイ
ルの利用目的

子育て応援祝品配布業務を行う。

経済状況 収集制限項目社会生活 その他戸籍的事項 心身の状況

記録項目（追加がある場合は別紙）

□識別番号

■氏名
■住所
■生年月日・年齢

□性別
□国籍・本籍
■世帯主・続柄
□親族関係
□婚姻歴

□健康状態
□傷病歴
□障害
□身体・性格の
特徴

□学業・学歴
□職業・職歴
□資格
□賞罰
□地位
□加入団体
□主張
□成績・評価

□家庭状況
□居住状況
□趣味・嗜好
■電話番号
□ＦＡＸ番号
■印影

□収入状況
□資産状況
□税状況
□公的支援状況
□口座番号

□思想・信条
□宗教
□人種・民族
□犯罪歴

記録形態 ■文書

□図面

□画像

■電磁的記録併用有

□電磁的記録併用有

□電磁的記録併用有

対象者

主な公文書

（追加がある場合は別紙）

□社会的差別の原
因となるおそれの
ある事項

個人情報ファイル登録票

様式第１号（第３条第１号関係）

□個人番号

□Eメールアド
レス

収集方法
□本人
■本人以外(本人以外の詳細は別紙）

利用及び提供
の状況

目的外利用又は外部提供の有無（保有特
定個人情報を除く。）

□有

■無

保有特定個人情報の照会又は提供の有無

□有

■無

外部委託 ■有（外部委託の詳細は別紙）

□無

子育て応援祝品送付対象者

子育て応援祝品送付対象者名簿

特定個人情報
該当の有無

□有

■無

母子保健係1230600-001管理項目 子育て支援課387ID
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資料１



子育て応援祝品配布業務付表（ ）

外部委託状況の詳細

記録形態の追加

記録項目の追加・補足等

本人以外の収集方法の詳細

条例第8条の目的外利用及び外部提供の詳細

◇当該事務の内容を目的外に又は実施機関を超えて利用する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務が目的外又は実施機関を超えて利用する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務の内容を外部提供する外部機関等の名称

実施機関 市長

条例第8条の2の特定個人情報の照会及び提供の詳細

◇当該事務が番号法第19条に基づき特定個人情報を照会する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務の保有特定個人情報を番号法第19条に基づき提供する市の所属名称及び事務等の名称

住民基本台帳法の趣旨による基本情報の利用(特定個人情報を除く。)

◇当該事務が情報収集する外部機関等の名称 （※委託による収集は下記外部委託状況の詳細のとおり）

㈱博多大丸 カタログギフト受託業者/

■有　□無

母子保健係1230600-001管理項目 子育て支援課387ID
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対象者、事業期間及び事業方法 

〇対象者 

・令和４年４月１日から令和５年３月31日までの間に本市に生まれた乳児が属する世帯 

（約500人と想定する。） 

〇事業期間 

・契約日から令和５年12月28日まで 

〇事業方法（別紙全体イメージ図） 

① 子育て支援課が対象者リストデータを市民課から受領後、受託業者に提供する。 

② 受託業者が対象者へカタログギフトを郵送する。 

③ 受託業者がカタログギフト送付時に対象者から受領証をもらう。 

④ 対象者がカタログギフトの中から、希望商品を申し込む。（※） 

⑤ 受託業者が対象者へ希望商品を郵送する。 

⑥ 受託業者が希望商品送付時に対象者から受領証をもらう。 

⑦ 対象者が希望商品を受領した件数分を受託業者から子育て支援課に請求する。 

⑧ 子育て支援課が受託業者に⑦の件数分を支払う。 

※希望商品申込ハガキ未投函者に対しては、ハガキ有効期限（カタログギフト発送から４か月

後の月末の日付）から２カ月前までに受託業者が催促ハガキを投函する。投函後、有効期限内

に申込が無い場合は、子育て支援課が指定した商品を受託業者が対象者へ郵送する。 

●事業目的 

新型コロナウイルス感染症禍の育児を応援することを目的に、本市に生まれた乳児が属する世帯

に対し祝品の一覧を提示したカタログを送付し、その内任意の祝品を支給する。 

子育て応援祝品配付業務 

★太宰府市個人情報保護条例 

第 6 条 実施機関は、個人情報ファイルを新たに保有しようとするときは、次に掲げる事項を記載し

た登録票を作成し、市長に届け出るものとする。登録した事項を変更しようとするときも同様とする。 

２ 実施機関は、前項の規定により登録をしたときは、遅滞なく、当該登録に係る事項を太宰府市附

属機関設置に関する条例に定める太宰府市情報公開・個人情報保護審議会に報告しなければならない。

第 8 条 実施機関は、第 6 条の規定により登録された業務に係る保有個人情報(保有特定個人情報を

除く。)について、当該業務の目的の範囲を超える利用又は市の機関以外のものへの提供をしてはなら

ない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

(7) 前各号に掲げる場合のほか、審議会の意見を聴いたうえで、保有個人情報を使用することに公益

上特に必要があると実施機関が認めるとき。

事業実施にあたり、①個人情報ファイル登録票を新たに作成する必要があること、②個人情報（対 

象者リスト）を外部機関（受託業者）に提供しなければならない。 
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全体イメージ図

家

令和４年４月１日～令和５年３月31日

までの間に本市に生まれた乳児が属する世帯

③・⑥受領証

A

子育て支援課

受託業者

①配布対象者リストデータの提出

契約

②カタログギフト郵送

⑤希望商品の発送

④希望商品のハガキ申込（※）

（※）希望商品申込ハガキ未投函者に対しては、ハガキ有効期限（カタログギフト発送から４か月後の

月末の日付）から２カ月前までに業者から催促ハガキを投函する。投函後、有効期限内に申込が無い

場合は、子育て支援課が指定した商品を受託業者から対象者へ送付する。

⑦請求

⑧支払

（市民課から配付対象者リストを受領）
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個人情報ファイル登録年月日  令和03年10月01日

個人情報ファイル廃止年月日

事務等の名称 高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業

個人情報ファイ
ルの利用目的

高齢者の健康寿命延伸を目的とし、保険事業と介護予防を一体的に実施するため、対象者の抽
出・管理、及び介入結果の入力・管理を行う。ハイリスクアプローチ（個別訪問指導）は75歳以
上の後期高齢者医療の被保険者、ポピュレーションアプローチは全市民を対象とする。

経済状況 収集制限項目社会生活 その他戸籍的事項 心身の状況

記録項目（追加がある場合は別紙）

■識別番号

■氏名
■住所
■生年月日・年齢

■性別
□国籍・本籍
■世帯主・続柄
□親族関係
□婚姻歴

■健康状態
■傷病歴
□障害
□身体・性格の
特徴

□学業・学歴
■職業・職歴
□資格
□賞罰
□地位
□加入団体
□主張
□成績・評価

■家庭状況
■居住状況
□趣味・嗜好
■電話番号
□ＦＡＸ番号
□印影

□収入状況
□資産状況
□税状況
□公的支援状況
□口座番号

□思想・信条
□宗教
□人種・民族
□犯罪歴

記録形態 ■文書

□図面

□画像

■電磁的記録併用有

□電磁的記録併用有

□電磁的記録併用有

対象者

主な公文書

（追加がある場合は別紙）

□社会的差別の原
因となるおそれの
ある事項

個人情報ファイル登録票

様式第１号（第３条第１号関係）

□個人番号

□Eメールアド
レス

収集方法
■本人
■本人以外(本人以外の詳細は別紙）

利用及び提供
の状況

目的外利用又は外部提供の有無（保有特
定個人情報を除く。）

■有（詳細は別紙）

□無

保有特定個人情報の照会又は提供の有無

□有

■無

外部委託 □有

■無

75歳以上の後期高齢者医療の被保険者 全市民

実施対象者リスト

特定個人情報
該当の有無

□有

■無

健康推進係1230500-001管理項目 元気づくり課388ID
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高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業付表（ ）

外部委託状況の詳細

記録形態の追加

記録項目の追加・補足等

本人以外の収集方法の詳細

条例第8条の目的外利用及び外部提供の詳細

◇当該事務の内容を目的外に又は実施機関を超えて利用する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務が目的外又は実施機関を超えて利用する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務の内容を外部提供する外部機関等の名称

実施機関 市長

条例第8条の2の特定個人情報の照会及び提供の詳細

◇当該事務が番号法第19条に基づき特定個人情報を照会する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務の保有特定個人情報を番号法第19条に基づき提供する市の所属名称及び事務等の名称

住民基本台帳法の趣旨による基本情報の利用(特定個人情報を除く。)

◇当該事務が情報収集する外部機関等の名称 （※委託による収集は下記外部委託状況の詳細のとおり）

保有課所属名称 事務等の名称 根拠条文　条-項-号保有課実施機関

高齢者支援課 介護予防関連事務市長 234 8-1-5

高齢者支援課 介護予防教室事務市長 361 8-1-5

□有　■無

健康推進係1230500-001管理項目 元気づくり課388ID
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様式第４号

個人情報ファイル目的外利用等記録票

事務等の名称
　（利用課）

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業

経済状況 収集制限項目社会生活 その他戸籍的事項 心身の状況

■識別番号
□氏名
□住所
□生年月日・年齢

□性別
□国籍・本籍
□世帯主・続柄
□親族関係
□婚姻歴

□健康状態
□傷病歴
□障害
□身体・性格の
特徴

□学業・学歴
□職業・職歴
□資格
□賞罰
□地位
□加入団体
□主張
□成績・評価

□家庭状況
□居住状況
□趣味・嗜好
□電話番号
□ＦＡＸ番号
□印影

□収入状況
□資産状況
□税状況
□公的支援状況
□口座番号

□思想・信条
□宗教
□人種・民族
□犯罪歴
□社会的差別の原
因となるおそれの
ある事項

保有課名称 高齢者支援課

事務等の名称 介護予防関連事務

利用開始年月日  令和04年08月29日

具体的根拠（
利用・目的外
利用をする具
体的根拠及び
理由）

太宰府市個人情報保護条例第8条第1項第5号

健康状態不明者を抽出するために、７５歳以上で健診も医療機関も受診していない者
から介護予防関連事務で実施されたアンケート調査に回答があった者及び介護予防教
室への参加があった者を除外して、本事業の訪問対象者とする。

【記録項目の追加・補完等】

記録項目

【第8条第1項第2号該当の場合、目的外利用が可能である具体的根拠法令】

【利用・目的外利用する理由】

□Eメールアド
レス

期間廃止年月日

管理項目 元気づくり課388 健康推進係
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様式第４号

個人情報ファイル目的外利用等記録票

事務等の名称
　（利用課）

高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業

経済状況 収集制限項目社会生活 その他戸籍的事項 心身の状況

■識別番号
□氏名
□住所
□生年月日・年齢

□性別
□国籍・本籍
□世帯主・続柄
□親族関係
□婚姻歴

□健康状態
□傷病歴
□障害
□身体・性格の
特徴

□学業・学歴
□職業・職歴
□資格
□賞罰
□地位
□加入団体
□主張
□成績・評価

□家庭状況
□居住状況
□趣味・嗜好
□電話番号
□ＦＡＸ番号
□印影

□収入状況
□資産状況
□税状況
□公的支援状況
□口座番号

□思想・信条
□宗教
□人種・民族
□犯罪歴
□社会的差別の原
因となるおそれの
ある事項

保有課名称 高齢者支援課

事務等の名称 介護予防教室事務

利用開始年月日  令和04年08月29日

具体的根拠（
利用・目的外
利用をする具
体的根拠及び
理由）

太宰府市個人情報保護条例第8条第1項第5号

健康状態不明者を抽出するために、７５歳以上で健診も医療機関も受診していない者
から介護予防関連事務で実施されたアンケート調査に回答があった者及び介護予防教
室への参加があった者を除外して、本事業の訪問対象者とする。

【記録項目の追加・補完等】

記録項目

【第8条第1項第2号該当の場合、目的外利用が可能である具体的根拠法令】

【利用・目的外利用する理由】

□Eメールアド
レス

期間廃止年月日

管理項目 元気づくり課388 健康推進係
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令和４年度高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業における

健康状態不明者への支援実施計画（案）

実施内容

（a） KDBシステム等の活用、庁内関係部局との情報連携、地域包括支援センター等から

の情報連携等により、健診・医療や介護サービス等につながっておらず、健康状態

が不明な高齢者や閉じこもりの可能性がある高齢者等を把握する。

（b） 上記の高齢者に対して、後期高齢者の質問票や各種チェックリスト等により健康状

態や心身機能を把握し、相談・指導を実施するとともに、必要に応じて、必要なサ

ービスや支援につなげる。

上記を実施し、後期高齢者の健康寿命の延伸を目的として事業を展開する。

事業関係課の連携について

壮年期とは異なる健康課題を抱えた高齢者の特性を踏まえ、高齢者の健康寿命の延伸を目

的とした健康づくりと介護予防に関する取り組みを行うためには、庁内関係課が連携し事

業展開を行うことが重要である。特に「健康状態不明者への支援」に関しては、抱えている

健康課題が不明であるため、保健事業を担当する元気づくり課と介護予防を担当する高齢

者支援課が連携して後期高齢者へ支援を行うことで、複雑かつ多岐な高齢者の健康課題解

決の支援に資する。

・担当課について：当市の要介護認定者は83歳あたりで一回目のピークを迎えるため、80

歳を境に、75～79歳は元気づくり課・80歳以上は高齢者支援課にて対象者を分け、連携し

て実施する。
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令和４年度高齢者の保健事業と介護予防等の一体的実施事業における

健康状態不明者への支援実施計画（案）

対象者の個人情報管理

作業1

作業2

作業３

①健診：前年度および当該年度の健診未受診者

②医療：前年度および当該年度の医療未受診者

→生活習慣病に関するレセプトがない者を医療未受診と判定する

③介護：前年度および当該年度の介護認定ではなく、サービス利用がない者（利用料0円）

④元気づくり課および高齢者支援課が実施する健康づくり事業等への未参加者

対象事業：（高齢者支援課）介護予防事業・総合相談事業・基本チェックリスト回答結果　等

　　　　　（元気づくり課）すこやか相談・食生活改善推進員・健康推進員　等

⑤

高齢者支援課元気づくり課

対象者リスト①②③より④の参加者を削除

する。

データ（個人情報)

KDBシステム等より、①②③に該当する対

象者リストを作成する。

データ（個人情報)

対象者リスト

①②③

データ（個人情報)

対象者リスト

①②③

支援対象者の選定：上記①～④に該当しない者へフレイルチェック表を郵送し、返信のない者および返信した者のうち

ハイリスク者

対象者リスト

（①②③）　－　④

データ（個人情報)

対象者リスト

（①②③）　－　④

対象者リスト①②③より④の参加者を削除

したリストに⑤の支援対象者を加える。

データ（個人情報)

対象者リスト

（①②③）　－　④　＋　⑤
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個人情報ファイル登録年月日  令和04年07月04日

個人情報ファイル廃止年月日  令和05年03月15日

事務等の名称 都市計画法関連業務

個人情報ファイ
ルの利用目的

都市計画法に基づく都市計画基礎調査において、土地利用及び建物利用現況を把握し県へ報告を
行う。

経済状況 収集制限項目社会生活 その他戸籍的事項 心身の状況

記録項目（追加がある場合は別紙）

□識別番号

■氏名
■住所
□生年月日・年齢

□性別
□国籍・本籍
□世帯主・続柄
□親族関係
□婚姻歴

□健康状態
□傷病歴
□障害
□身体・性格の
特徴

□学業・学歴
□職業・職歴
□資格
□賞罰
□地位
□加入団体
□主張
□成績・評価

□家庭状況
□居住状況
□趣味・嗜好
□電話番号
□ＦＡＸ番号
□印影

□収入状況
■資産状況
□税状況
□公的支援状況
□口座番号

□思想・信条
□宗教
□人種・民族
□犯罪歴

記録形態 ■文書

□図面

□画像

■電磁的記録併用有

□電磁的記録併用有

□電磁的記録併用有

対象者

主な公文書

（追加がある場合は別紙）

□社会的差別の原
因となるおそれの
ある事項

個人情報ファイル登録票

様式第１号（第３条第１号関係）

□個人番号

□Eメールアド
レス

収集方法
□本人
■本人以外(本人以外の詳細は別紙）

利用及び提供
の状況

目的外利用又は外部提供の有無（保有特
定個人情報を除く。）

■有（詳細は別紙）

□無

保有特定個人情報の照会又は提供の有無

□有

■無

外部委託 ■有（外部委託の詳細は別紙）

□無

固定資産（土地・家屋）の所有者

固定資産（土地・家屋）所有者リスト

特定個人情報
該当の有無

□有

■無

都市計画係1240100-001管理項目 都市計画課389ID
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資料３



都市計画法関連業務付表（ ）

外部委託状況の詳細

記録形態の追加

記録項目の追加・補足等

本人以外の収集方法の詳細

条例第8条の目的外利用及び外部提供の詳細

◇当該事務の内容を目的外に又は実施機関を超えて利用する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務が目的外又は実施機関を超えて利用する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務の内容を外部提供する外部機関等の名称

実施機関 市長

条例第8条の2の特定個人情報の照会及び提供の詳細

◇当該事務が番号法第19条に基づき特定個人情報を照会する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務の保有特定個人情報を番号法第19条に基づき提供する市の所属名称及び事務等の名称

住民基本台帳法の趣旨による基本情報の利用(特定個人情報を除く。)

◇当該事務が情報収集する外部機関等の名称 （※委託による収集は下記外部委託状況の詳細のとおり）

日本工営都市空間㈱ 調査調書作成業務/

保有課所属名称 事務等の名称 根拠条文　条-項-号保有課実施機関

税務課 固定資産税賦課事務市長 58 8-1-5

□有　■無

都市計画係1240100-001管理項目 都市計画課389ID
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様式第４号

個人情報ファイル目的外利用等記録票

事務等の名称
　（利用課）

都市計画法関連業務

経済状況 収集制限項目社会生活 その他戸籍的事項 心身の状況

□識別番号
■氏名
■住所
□生年月日・年齢

□性別
□国籍・本籍
□世帯主・続柄
□親族関係
□婚姻歴

□健康状態
□傷病歴
□障害
□身体・性格の
特徴

□学業・学歴
□職業・職歴
□資格
□賞罰
□地位
□加入団体
□主張
□成績・評価

□家庭状況
□居住状況
□趣味・嗜好
□電話番号
□ＦＡＸ番号
□印影

□収入状況
■資産状況
□税状況
□公的支援状況
□口座番号

□思想・信条
□宗教
□人種・民族
□犯罪歴
□社会的差別の原
因となるおそれの
ある事項

保有課名称 税務課

事務等の名称 固定資産税賦課事務

利用開始年月日  令和04年07月04日

具体的根拠（
利用・目的外
利用をする具
体的根拠及び
理由） 都市計画法第6条第1項、都市計画法施行規則第5条第1項第4号及び第5号並びに第7号。

令和4年度都市計画基礎調査実施要領（市町実施項目）

太宰府市個人情報保護条例第8条第1項第5号

都市計画法に基づく都市計画基礎調査において、土地利用及び建物利用状況を把握す
るため。

【記録項目の追加・補完等】

記録項目

【第8条第1項第2号該当の場合、目的外利用が可能である具体的根拠法令】

【利用・目的外利用する理由】

□Eメールアド
レス

期間廃止年月日  令和05年03月15日

管理項目 都市計画課389 都市計画係
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R4.8.18 作成：都市計画課 

都市計画基礎調査に関する資料 

○都市計画基礎調査の概要 （国交省 HP より抜粋） 

都市計画基礎調査は、都市計画法に基づき、都市現況及び将来の見通しを定期的

に把握するための調査です。 

本調査は、調査結果のデータやその変化の把握・蓄積にとどまらず、立地適正化

計画の作成や事業実施等各種まちづくりの施策の各過程において、客観的・定量的

な評価・分析などに活用することが重要です。 

収集されてデータをもとに長所、位置図、建物利用現況図が作成され、GIS にも活

用されています。 

○都市計画法 （一部抜粋） 

（都市計画に関する基礎調査） 

第六条 都道府県は、都市計画区域について、おおむね五年ごとに、都市計画に関

する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別

の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める

事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。 

３ 都道府県は、前二項の規定による基礎調査を行うため必要があると認めるとき

は、関係市町村に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。 

○令和４年度都市計画基礎調査実施要領＜福岡県＞ （一部抜粋） 
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個人情報ファイル登録年月日  令和04年09月01日

個人情報ファイル廃止年月日  令和08年03月31日

事務等の名称 だざいふ紙ラク商品券申請受付・引換券交付業務

個人情報ファイ
ルの利用目的

だざいふペイ（キャッシュレスだざいふ得とく商品券）の申込みができない方に向けた商品券の
販売を行う。

経済状況 収集制限項目社会生活 その他戸籍的事項 心身の状況

記録項目（追加がある場合は別紙）

□識別番号

■氏名
■住所
■生年月日・年齢

□性別
□国籍・本籍
□世帯主・続柄
□親族関係
□婚姻歴

□健康状態
□傷病歴
□障害
□身体・性格の
特徴

□学業・学歴
□職業・職歴
□資格
□賞罰
□地位
□加入団体
□主張
□成績・評価

□家庭状況
□居住状況
□趣味・嗜好
■電話番号
□ＦＡＸ番号
□印影

□収入状況
□資産状況
□税状況
□公的支援状況
□口座番号

□思想・信条
□宗教
□人種・民族
□犯罪歴

記録形態 ■文書

□図面

□画像

■電磁的記録併用有

□電磁的記録併用有

□電磁的記録併用有

対象者

主な公文書

（追加がある場合は別紙）

□社会的差別の原
因となるおそれの
ある事項

個人情報ファイル登録票

様式第１号（第３条第１号関係）

□個人番号

□Eメールアド
レス

収集方法
■本人
□本人以外

利用及び提供
の状況

目的外利用又は外部提供の有無（保有特
定個人情報を除く。）

□有

■無

保有特定個人情報の照会又は提供の有無

□有

■無

外部委託 ■有（外部委託の詳細は別紙）

□無

だざいふ紙ラク商品券購入対象者

だざいふ紙ラク商品券事前応募者リスト

特定個人情報
該当の有無

□有

■無

商工・農政係1290300-001管理項目 産業振興課390ID
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資料４



だざいふ紙ラク商品券申請受付・引換券交付業務付表（ ）

外部委託状況の詳細

記録形態の追加

記録項目の追加・補足等

本人以外の収集方法の詳細

条例第8条の目的外利用及び外部提供の詳細

◇当該事務の内容を目的外に又は実施機関を超えて利用する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務が目的外又は実施機関を超えて利用する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務の内容を外部提供する外部機関等の名称

実施機関 市長

条例第8条の2の特定個人情報の照会及び提供の詳細

◇当該事務が番号法第19条に基づき特定個人情報を照会する市の所属名称及び事務等の名称

◇当該事務の保有特定個人情報を番号法第19条に基づき提供する市の所属名称及び事務等の名称

住民基本台帳法の趣旨による基本情報の利用(特定個人情報を除く。)

◇当該事務が情報収集する外部機関等の名称 （※委託による収集は下記外部委託状況の詳細のとおり）

㈱ドット・コミュニケーションズ 申請受付・引換券交付業務/

□有　■無

商工・農政係1290300-001管理項目 産業振興課390ID
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